
 

住宅履歴情報のご登録まで .....................................P.1 
「住宅履歴情報の蓄積依頼書 兼 委任状」 ...............P.2 

 

■2016年01月15日 改訂 

■2015年08月05日 改訂 

■2015年07月02日 改訂 

  

「「ああずずかかるるてて」」のの  

ごご利利用用ににつついいてて  



 

 

1 

住住宅宅履履歴歴情情報報ののごご登登録録ままでで  

情報代行登録の委任のご承諾がない場合、住宅履歴保管

庫へ登録する機能は動作しません。 

 

 
●1  
 

「住宅履歴保管庫」（30年保管）をご利用になる場合、お施主様の「委任状」が必要です。 
 

 

【住宅履歴保管】［有料］ 

【住宅履歴保管庫】（30 年保管） 
 
 
 
 
 
［施主様所有物］（公的機関） 
 

書類 
図面 

 

 登録委任状 

お施主様 

【住宅履歴】 
 
 
 
 
［ビルダー所有物］ 
 

書類 
図面 

 

●3  
 

●4  
 

●5  
 

［住宅履歴］ 

物件・図書管理を行います。 

 

●1  
 

［自社保管］ 

日頃のファイル管理（自社内管理）を行う領域です。 

 

 

●2  
 

［住宅履歴］ 

「住宅情報履歴」に関する図書を自社管理します。 

「住宅履歴保管庫」へアップするためのファイル管理領域です。 

 

 

●3  
 

［登録委任状］ 【2P参照】 

「住宅履歴保管庫」（30年保管）をご利用になる場合、お施主

様の「委任状」が必要となります。 

 

 

●4  
 

［住宅履歴保管庫］（30年保管） 

「住宅履歴情報整備検討委員会」で定められた図書を公的サ

ーバーで３０年間保管することができます。 

 

 

●5  
 

【自社保管】（標準：2GB） 
 
 
 
 
 
［ビルダー所有物］ 
 

書類 
図面 

 

書類 
図面 

 

●2  
 



 

 

2 

「「住住宅宅履履歴歴情情報報のの蓄蓄積積依依頼頼書書  兼兼  委委任任状状」」  

1 
「あずかるて」ホームページの［ビルダー・工務店の担当者

様はこちらから］をクリックします。 

 

［ログイン］画面にある［住宅履歴情報の蓄積依頼書兼委

任状］リンクをクリックします。 

 

必要事項を記入し、下記へ郵送してください。 

 

〒910-0297 

福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6 

福井コンピュータアーキテクト株式会社 

住宅履歴情報管理サービス事務局 宛 

 

●1  
 

●2  
 

●3  
 

※その後、プログラムの［住宅履歴保管庫］（公的機関）へ

の登録機能が使用可能になります。ビルダー様が、住宅

情報履歴を［住宅履歴保管庫］（公的機関）へ登録され

た後、［住宅履歴保管庫］（公的機関）が使用できる情報

が記載された「住宅履歴情報預り証」をお施主様へ直送

させていただきます。 
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